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団体交渉開催の申入れ 
 
 
当組合から、代理人に対し本件について令和２年５月２８日にメールにて連絡差し上げ

てから、すでに１１日経過しておりますが、現時点において代理人から何らご返信すらい

ただけておりません。当組合からの催促に対し代理人が遅滞する以上、早期解決のためす

べて貴殿にご連絡致します。 
下記の通り当組合より、改めて以下のとおり団体交渉の開催を申し入れますので、令和２

年６月１６日までにメールにてご回答をお願い致します。 
 

記 
１ 交渉項目 
（１）各種パワーハラスメントに基づく慰謝料請求について 
（２）離職票の訂正要求について 
（３）労働条件明示義務違反及び雇用契約書の捏造に基づく慰謝料請求について 
（４）時間外労働に対する未払賃金の請求について 
（５）出張手当の不支給について 
 
２ 交渉日時 
交渉日時につきましては、参席を予定している組合員・ （以下、「 」という。）

の都合のつく日程が下記のものであったため、ご協力をいただけますと幸いでございます。

下記の日時のうち貴殿らのご都合の良い日をご提示ください。 
 



 
候補日 令和２年６月１９日（金）～６月２３日（火）のいずれかの日 
時間 午前１１時～午後４時の間の２時間程度 

 
３ 開催場所： 福岡市内の貸会議室 
  対面での団体交渉には現在のところ も参席を予定しているところ、 と当

組合の都合上、福岡市内での開催が必要不可欠となります。何卒ご理解の上、ご協力いた

だけますと幸いでございます。なお、会場については、当労働組合側にて準備をさせてい

ただきます。 
 
４ 出席者 
当組合側 当組合役員若干名及び 本人の出席を予定しております。なお、参加する

組合役員はいずれも交渉委員であり、傍聴者は予定しておりません。 
貴法人側 貴法人理事長、パワハラの当事者職員及び代理人弁護士のご参席をご検討下

さい。開催場所との関係により、全員のご都合が合わない場合には、上記のう

ち一部の方のご参席でも構いません。 
 

５ 結語 
以上の通り、対面による団体交渉の申入れをさせていただきますので、ご検討のほど宜

しくお願い申し上げます。 
以上 




